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Summary

ThecontentofstudyofmachineprocessingpracticeinWoodworkisconsequentiallytreatedas

unimportanＬＴｈｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍａｒｅｄａｎｇｅｒofmachineprocessing,decreaseinnumberoftime

ofclass，ｍａｎｙｏｆｎｕｍｂｅｒｏｆｓｔｕｄｅｎｔｓｉｎｏｎｅｃ１assandothers・Theaccidentcausedbythewoodwork

machinehasthepossibilitytocauseasenousaccident、Ｉｆｔｈｅｗｏｏｄｗｏｒｋｍａｃｈｉｎｅｉｓｕｓｅｄｂｙｔｈe

comprehensiblemanualcorrespondedtostudentDsrecognitio、process,ｉｔｉｓｓａｆｅＴｈｅａｎａｌｙｓｉｓｏｆａｐａｓｔ
ａｃｃｉｄｅｎｔｃａｓｅｍｕｓｔｂｅｍａｄｅｔｈｅｂｅｓｔｕｓｅｆＯrthemanualenough･Themanualmustpreventwrong

operationsofthestudents．Ｉｎｔｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈｏｔｈｅｃａｓｅｗｉｔｈｔｈｅｏccurrenceofthepastaccidentin

WoodworkinTechnologyEducationandquestionnaireinvestigationtotheteacherswereanalyzed・
ＴｈｅｍａｎｕａｌｔｈａｔｔｈｅｓｔｕｄｅｎｔｉｓａｂｌｅｔooperatethewoodwoTkmachinesafelyandappropriatelybased

ontheseanalyseswasexamined・Ｔｈemanua1doesnotonlyshowcorrectworkprocedure，butalso

showstheprinciplemechanismchartoftheprocessingandthedangerousoperations．

現行の中学校学習指導要領の「木材加工」領域

において，「木工具と木工機械の使用法及びそれ

らによる加工法」については，「木工機械を適切

に使い，切断及び切削などができること」等の木

工機械に関する指導内容の記述がなされている')。

しかしながら，「木材加工」における機械加工実

習は駅機械加工の危険性，授業時間数，生徒数な

どが関与して，この取扱いが結果的に軽視されて

しまう問題点が指摘されている2)。木工機械によ

る事故は，重大な事故につながる可能性があるが，

生徒の認識過程に即したわかりやすい操作マニュ

アルによって木工機械を使用すればより安全であ

る。そのマニュアルは，過去の事故事例の分析結

果が十分に活かされ，生徒の誤操作を防ぐもので

なくてはならない。楽しく安全なものづくりの環

１．はじめに

加工作業の安全は，加工機械の安全だけで達成

されることは現状でははなはだ困難で，機械を含

めた作業環境における人間の行動の安全化や工作

物の安全化が必要である。機械の安全化はもとよ

り必要なことではあるが，機械の正しい使い方を

作業者が正しく認識することも必要であり，この

ためには工作機械のわかりやすく正確なマニュア

ルが作られなければならない。学校における加工

作業の安全についても同様のことがいえ，学校災

害は子どもの不注意や偶然に生じる事故ではなく，

学校環境の不備や危険を避け得ない子どもに対す

る安全配慮の不足など，主に人為的に引き起こさ

れるとの理解が妥当である。

､１本報告は日本産業技術教育学会第４１回全国大会（1998年，神戸市）において発表した。
｡：琉球大学教育学部技術教育教室DepartmentofTechnicalEducation，CollegeofEducation，

UniversityoftheRyukyus，Okinawa903-0213,
e-mail:fukudah＠edu・u-ryukyuac､ｊｐ

.a沖縄県名護市立東江中学校AgarieJuniorHighSchool，Nago-city，Okinawa905-OO21

－４３１－



琉球大学教育学部紀要第54集

境をつくるためにも，安全工学や認知心理学等の

知見を最大限に活用して，生徒の正しい認識や正

しい行動を保障する手だてが必要となっている。

そこで，本研究では，これまでの技術科教育に

おける事故発生の事例，および教師へのアンケー

ト調査等の分析から，生徒が安全にかつ適切に木

工機械を使用できるマニュアル作成の検討を行っ

た。

男子向きの内容で「木材加工」が教えられていた

1972年から1980年の９年間の資料で男子のみのデー

タを表１に示す。災害発生場所は，実験・実習室

が36件で全体の64.3％を示しており，次に多い普

通教室よりも4倍も高い発生率を示していた。男

子生徒の負傷の種類は，切創が最も多く，１７件で

全体の30.4％を占めていた。続いて，挫創が196

％を占めており，この切創と挫創を合わせると全

体の半数以上を占めることがわかる。

次に，男女共修によって女子も「木材加工」を

学び始めた1981年から，「木材加工」が男女必修

になった1993年までの13年間の男女合計の値を表

２に示す。この表では家庭科の災害発生の数も含

められているが，表１と同様に発生場所は実験・

実習室が最も多く，56.7％を示している。また，

負傷の種類も切創が24.8％と最も多く，次いで挫

創が13.5％，裂創が11.3％を占めていた。

2．技術科教育の過去の事故事例分析

２．１日本体育・学校健康センターの資料によ

る分析

まず，日本体育・学校健康センター沖縄県支部

より，技術科教育の過去の事故例を，負傷の種類

別，発生場所別に入手した。沖縄県支部が編集し

た冊子「学校安全』3）により，「技術・家庭科」の

表１沖縄県内の技術・家庭科における災害発生場所と負傷の種類（中学校・男子）
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表２沖縄県内の技術・家庭科における災害発生場所と負傷の種類（中学校・男女）
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災害発生年度は西暦の下２桁を表す。

1972年以前の沖縄県の技術科の事故発生事例に

ついては，崎浜・比嘉が調査を行っているが､，

その結果では1968年から1973年の５年間において，

切創が40.2％，裂創が28.6％，切断が7.5％の割合

で多く発生している。今回の調査結果でも切創が

常に最上位にあり，このことは刃物や材料を扱う

ことの多いこの教科の事故発生の特徴であるとい

える。大迫は1988年から1989年までの熊本県内の

技術教室における傷害発生状況を分析している

が)，切創はその半数を占めている。また，そこ

では加工学習での傷害が，直接使用する刃物・工

具のみでなく，使用する材料や施設・設備に関す

るものもその原因となっていることが明らかにさ

れている。このことは，作業者と機械操作につい

ての安全教育だけではなく，加工する材料や施設・

設備を含めたより広い視野をもった安全教育が必

要であることを示唆している。

日本体育・学校健康センターに報告される事故

事例は，医療費が３千円以上の比較的大きな事故

に限られ，また，沖縄県については他府県と比べ

事故報告が少ないという問題点がある。さらに，

近年は生徒のプライバシー保護のため，詳しい事

故の内容を得ることが難しくなってきている。全

国的にまた年代的にみて，学校内での事故の発生

傾向はほぼ変わらないという日本体育・学校健康

センターの担当者の話から，過去の技術科での事

故事例を機械別に収集し，事故発生の共通現象の

分析を行った。例えば，表３に示すように，丸の

こ盤では，油断や不注意，無知による切創が多く

発生している`，)。また，収集した事故事例から，

領域別発生件数の多いのは木枇u工の領域であり，

この領域の早期の安全対策の実施が急務であるこ

とがうかがえるｲ''0)。

ところで，技術科が誕生した1960年代には，技

－４３３－
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表３丸のこ盤使用時における事故事例

－４３４－

事例１：４月２日（水）午後５：２０（中３男、実習室）

放課後，本生徒は木工室に入り，丸のこ盤を使用してブナ材を縦挽きしようとした。右手を手前，左手を前方

にして板を押さえていたが，右手を強く押したため，滑って，左手が鋸刃に触れ，ひとさし指
り指，こ指の４指に切断創を受けた。

なか指，〈す

事例２：９月21日（火）午前１０：３０（中２男、実習室）

技術科の時間，本生徒は木製本立てを作製するため，材料を丸のこ盤で切断していたが，材料を両手で押しな

がら切断していたとき，一瞬、左手を滑らせたため，鋸刃に触れ，左手のおや指，ひとさし指に切断創を受け
た。

事例３：６月20日（火）午後１：２０（中２男、実習室）

技術科の時間，木材加工の腰掛けの製作を行っていたとき，本生徒は，丸のこ盤を使用して角材を切断してい
たが，角材が動いたため右手が鋸刃に触れ，ひとさし指，なか指，<すり指の３指に切断創を負った。

事例４：６月18日（月）午後２：00（中２男、実習室）

技術科の時間，本生徒は椅子を製作するため丸のこ盤を使用して角材を切断していたが，角材と丸のことのか
み合わせがうまくいかず，その間に左手が入ってしまったため，ひとさし指，なか指などに切傷を受けた。

事例５：６月19日（木）午後４：５０（中３男、実習室）

技術工作部の活動として小物入れを製作していた。本生徒は，手工具を使用して作業をしていたが，細かい板
材の縦挽きが思うようにはかどらないので，無断で機械室に入り丸のこ盤を使用した。ところが，村を押さえ
ていた右手が滑ったため，鋸刃に触れて，なか指，<すり指，こ指に切断創を受けた。

事例６：１１月16日（水）午前１１：１５（中３男、実習室）

技術科の時間，木工室で椅子の製作中，本生徒は丸のこ盤を使って板を切り，スイッチを切って板を取ろうと
した。ところが，まだスイッチが切れていなかったので，鋸刃に触れて右手の４指が負傷した。

事例７：３月10日（金）午後２：２０（中３男、実習室）

技術科の時間，本生徒は腰掛けの製作工程が遅れていたので，丸のこ昇降盤で材料の切断を行い，挽き割った
材を取ろうとしたが，不用意に手を出したため，右手が鋸刃に触れて，おや指，ひとし指に切断創を受けた。

事例８：９月21日（土）午後４：0０（中３男、実習室）

木工クラブの活動時，文化祭に出品する額縁を製作していた。本生徒は，昇降傾斜盤のカッターで溝を作ろう
と，右手で板を押さえて押していたところ，材料力幾ねたので慌てて直そうとしたとたん，機械の中に手を入
れてしまったため，刃に触れて右手なか指とくすり指を負傷した。

事例９：１２月23日（水）午前１０：３５（中３男、実習室）

技術科の木工学習で，本生徒は丸のこ盤を使用した。授業終了のベルが鳴ったとき，本生徒は後片づけをしよ
うとして，丸のこ盤のまわりのかんなぐずを取り除こうとした。このとき，右手が丸のこ盤の刃に触れ，おや
指に切断創を受けた。

事例１０：（中２男、実習室）

技術の授業時，椅子の製作過程で丸のこを使用中，友達に援助しようとして本人の体操着が巻込まれ，左前腕
部血管２本と外側の皮膚を残しほぼ切断された。

事例１１：（中２男，実習室）

学校祭の準備中，丸のこ盤の駆動ベルトに触れ，右手なか指がＶベルトとプーリに挟まり，左手なか指末節久
損の負傷をした。

事例１２：（高義３男，実習室）

木工実習時，本生徒は実習室で，丸のこ昇降盤を使って木材の縦挽き作業中，他の生徒に呼ばれたと思って振
り向いた際，左手が鋸刃に接触した。
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術科の授業中に発生した生徒の障害事故の数は，

体育の授業中に発生した廃疾事故数を上回ってい

た。しかし，当時の技術科の授業中に発生した障

害事故の多くは，手押しかんな盤，丸のこ盤の使

用に起因したものが多く，今日では生徒の使用が

禁止されている手押しかんな盤を当時は使用させ

ていたことや，技術科が誕生したばかりで教師も

不馴れであったこと，１クラスのの生徒数があま

りに多いことなどの教育条件が悪いことなどが，

障害事故を多発させた理由とみられているＭ１)。

その後，手押しかんな盤の使用禁止等の安全対策

がとられ，教師の安全意識の向上などの事情が変

わったために，技術科の授業中の障害事故は急減

している。したがって，年代的に事故傾向が変わ

らないといっても，これらの安全環境の変化を無

視することはできない。したがって，木工機械に

ついて作成きれたマニュアルは，たとえその機械

が現行の指導内容で続けて取り扱われているとし

ても，事故の発生傾向の変化や文部省等からの通

達があるため，頻繁に見直して加筆訂正されるこ

とが求められる。

「タイトル：木工機械使用中の事故例について教

えて

中学校の「技術・家庭科」で使用する木材加工機

械の使用マニュアル作りを，大学の卒業研究で行っ

ています。つきましては，皆さんのこれまでの木

工機械の使用経験の中でひやりとした体験や具体

的な事故例などがありましたら，お教え下さい。

現在，木工機械の事故のライブラリを作成中です。

1996.7.17．

琉球大学教育学部技術教育科福田英昭」

これらの電子会議室により得られた事故事例の

一部を以下に示す。情報を提供していただいたの

は，技術科担当教師，他教科の教師，木工職人等

と多様だったが，事故の傾向は日本体育・学校健

康センターに報告された事故事例に類似していた。

.丸のこ盤の縦挽きで，サクラ角材（50ｘ５０ｘ

250mm）３０本を切断中に，歩留まりをよくして

効率を上げようと焦って仕事をしていたら，縦

挽き定規と鋸刃に角材が挟まれて，作業者側に

飛んできて，手のひらを切った。

．丸のこ昇降盤で面取り中に，定規と刃先の間に

挟まった端材が飛んできて，指に刺さった。

．丸のこ盤で切削中に，右側に出た端材を手でよ

けようとして、回転する鋸刃が手首にあたった。

．丸のこ盤のまわりの床に材料が落ちていて，そ

れに足をとられて，丸のこ盤のテーブル上に顔

を打った。

．丸のこ盤で大きい材料を切削中に，片方が浮き

上がり，体のバランスをくずして転倒した。

･糸のこ盤で，材料に添えた手をそのまま押し出

して，上下に動く刃に手を当ててしまった。だ

が，機械の動きが遅いので，よける余裕があっ

た。

･糸のこ盤で，上下に動いている上部吊上部のノ

ブに，頭を連打した。

･糸のこ盤で切削中に，上下する刃に引っ張られ

て，上下する材料でけがをした。

･手押しかんな盤で材料を送っていた親指が刃先

に接触した。

､手押しかんな盤で20cm長の短い角材の組み手を

切削していたら，角材が後方に飛ばされて，指

２．２パソコン通信の電子会鱗室における事故

事例の収集と分析

パソコン通信のニフテイ．サーブ（Nifty

Serve）のフォーラム内の電子会議室において，

木工機械の事故事例を収集した。1996年７月から

情報を掲載したフォーラムは、以下のフォーラム

である。

｢ＤＩＹフォーラム（FDIY)」内の

｢ＤＩＹ専門館」の電子会議内の

｢木の専門館」と「道具工具＆素材専門館」

｢教育実践フォーラム（FKYOIKU)」内の

｢教育実践フォーラム･交流館｣の電子会議内の

【中学校-高等学校】交流室

｢教育実践フォーラム（FKYOIKU)」内の

｢教育実践フォーラム･専門館｣の電子会議内の

【技術・家庭】生産と生活の知恵を育む

掲載した情報の内容は，木工機械の事故のライ

ブラリを作成中であるという内容であり，次のよ

うな文面である。

－４３５－
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を危うく落としそうになった。

・自動かんな盤のテーブルと材料の間に，着てい

たＴシャツの裾を巻き込まれた。

･木工作業中の姿勢が悪くて，飛んできた細かい

木片が目に入った。ゴーグルを使用していなかっ

たため。

ある。

(1)アンケート回答校の概要

回答者の年齢，性別，技術科免許所持の有無，

授業形態，「木材加工」の履修時期等

(2)「木材加工」の実習内容

実習題材名，木材の入手方法，実習で使用す

る樹種名

(3)木工機械・電動工具の設置状況

設置機械名とその台数

(4)木工機械・電動工具の使用状況

生徒使用の機械，生徒使用は危険と思う機械，

教師が演示している機械，操作マニュアル所

有の有無，機械加工学習で適正と考える生徒

数

(5)機械加工実習における教師の安全に対する意

識

安全指導の実施時期，安全指導の工夫点，回

答者の安全教育の受講の有無，技術科の災害

記録簿の有無，安全重視のマニュアルへの要

望事項，安全重視のマニュアルで期待できる

効果，教員養成系大学に望む安全指導、現有

木工機械の危険性

(6)木工機械の生徒使用による過去の事故事例

(7)機械加工実習についての今後の課題と要望

これらの事故事例の報告からも推察できるよう

に，死亡事故が技術教育の領域で起こることは極

めてまれであり，ほとんどないといってよい。し

かし，技術科教育の災害事故には廃疾災害が多い

という特殊な性格のあること，また，学校教育に

関しては労働保護に類する安全規制の欠如してい

ることが結果的に廃疾災害の頻発に関係している

ことは，技術科が誕生した1960年代から今も継続

している問題点であるといえる'0.12.13)。￣股の労

働者の場合には労働基準法や労働安全衛生法に基

づく労働安全衛生規則や女子年少者労働基準規則

等に最低の基準が定められているが，学校教育に

関しては，この種の法律や規則が存在していない

ことが大きな問題点としてあげられる､)。すなわ

ち，機械．工具類に関する限り，教師を守る法律

はあっても，生徒を守る法律はないということが

大きな問題なのである。これらの諸規則を参照し

て，普通教育としての技術教育にふさわしい，いっ

そう厳格な基準を研究して設定することは，木工

機械のマニュアル作りの最初の作業であり，また

最後の仕事であると思われる。その意味において，

文部省の通達「中学校技術・家庭における工作機

械等の使用による事故の防止について（昭和43年

２月12日，文初職第126号)」や，各県が制定する

安全規則の内容を，現在の災害事故発生の事例を

もとに再検討することが必要である。

３．２アンケート調査結果と考察

１

学
校
数
（
枚

３「木材加工」における機械加工の
実態調査

３．１アンケート調査方法と内容

沖縄県内の中学校167校の技術科担当教諭を対

象に，「木材加工における機械加工の実態調査」

について，1996年８月にアンケート調査を行った。

回収校は103校で，その回収率は61.7％であった。

アンケートの調査内容は，以下に示す７項目で

■段■している国股■していない囚鷹回香

)内の欧字は殴伍＄（完）である．

図１木エ機械・電動エ具の設置状況

－４３６－
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設置率の高い木工機械は，図１に示すように，

糸のこ盤で86.4％，次に，自動かんな盤が816％，

ポール盤が80.6％で，手押しかんな盤の39.8％の

設置率と大きな違いを示した。また，電動工具で

は電動ドリルが84.5％と高い設置率を示した。こ

れらの設置率は，現行の学習指導要領に移行する

前に行った1991年の調査結果2)と，ほぼ同じ結果

であったが，この中では特に手押しかんな盤の設

置率の減少が著しかった。

手押しかんな盤は，文部省通達によって生徒の使

用が禁止されているにもかかわらず，未だ１校に

おいて生徒使用が見られたことから，文部省通達

の徹底が望まれる。

表４生徒に木エ機械・電動工具を使用させない

理由（複数回答含む）

蝋,１１ル|i､「6０

学
校
数
（
枝
）

4Ｃ

ZＯ

】（O）

そ
の
他

危
助
サ
ン
ダ
ー

■
■
ジ
グ
ソ
ー

■
助
ド
リ
ル

■
■
か
ん
な

■
助
丸
の
こ
“工

角
の
み
竺
助芭

辨酊》》》木
帯
の
こ
生

丸
の
こ
色

手
押
し
か
ん
な
■

自
助
か
ん
な
■

■短気で生岱に竺国させている

ロー餌呵の生生､□ぬ田は色色と巴う

■敏■による演示のみ《空色とけ■四きせない）

回■同＝

（）内の敏宇はJmrE生徒に使用させている比率（完）である．

図２木エ機械・電動エ具の使用状況

生徒に使用させている木工機械・電動工具につ

いては，図２に示すように，糸のこ盤の79.6％，

ポール盤の68.0％，電動サンダーの60.2％が高い

値を示したが，一方で，授業での生徒の使用は危

険だと思われるものは，電動丸のこが46.6％，丸

のこ盤が44.7％，手押しかんな盤が40.8％と高い

値を示した。これらの値は，1991年の調査結果2）

と同じ傾向を示していた。また，授業では生徒に

使用させていないが，教師による演示を行ってい

る機械については，丸のこ盤が53.4％，自動かん

な盤が35.0％と高い率であげられた。すなわち．

生徒使用は危険だとの認識にたちながらも，これ

ら木工機械の能率の良さや正確さを生徒に伝えた

いと考える教師の思いがここに表れている。また，

－４３７－

使用させない理由 回答数 比率(％）

Ａ：機械側（木工機械・電動工

具側）に理由がある

1．機械の操作上の危険性のた
め

２．整備不良または故障してい

て使えないため

３．該当する機械が無いため

(計53）

3５

1５

３

(計51.5）

34.0

14.6

2.9

Ｂ：人間側（生徒･教師側）に
理由がある

1．生徒の認識力や発達段階の未

熟等により危険であるため

２．教師自身が授業での機械加

工の必要性を感じないため

３．安全第一の教育方針のため

４．教師自身が機械を使いにく
いと感じているため

５．教師および生徒の木工機械

の使用は危険と思うため

１６
５
８
１
１
１

２
１

計く １３５２計く

６
７

０
０

Ｏ

Ｌ
Ｌ

Ｌ
ｂ

ｐ

４
７

１

Ｃ：教育環境等に理由がある

１．１クラスの生徒数の関係か

ら、安全確保とその指導が

不十分となるため

2．キット教材の使用のため，機
械加工の必要性がないため

３．機械使用が禁止されている
ため

４．時間数の関係で、機械加工

の指導時間がないため

5．実習室のスペースの問題で

危険と感じるため

１６
１
９
８
４
４

３
１

計Ｉ １９４３計く

７
７
７
９
９

■
●

●
Ｃ

●

０
８
７
３
３

１

Ｄ：無回答 (計26） (計25.3）
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Ｚ
Ｚ
１
１
１
１
１

回
答
敏
（
枝

２
０
８
６
４
Ｚ
０
８
６
４
２
０

０
０
０
１
‐

これらの機械を生徒に使用させない理由として，

表４に示すように，「機械の操作上の危険性のた

め」が34.0％，「整備不良または故障していて使

えないため」が14.6％，「生徒の認識力や発達段

階の未熟等により危険であるため」が14.6％，

「ｌクラスの生徒数の関係から，安全確保とその

指導が不十分となるため」が10.7％であげられた。

生徒の認識過程に即したわかりやすい操作マニュ

アルの存在は，危険な操作事例の併記によって操

作の危険性を減少きせ，認識力や発達段階の未熟

さゆえの誤操作をなくすことにつながってくると

いえる。また，マニュアルの存在が，生徒にメタ

認知的知識を与えることになり，１クラスの生徒

数が多いことによって生じる安全確保の不十分さ

を，自らの力でコントロールすることで解決する

ことにつながってくるといえる。

糸
の
こ
盆

角
の
み
位

ボ
ー
ル
■

好
の
こ
■

名具工

自
■
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し
か
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駐
辨工木

矼
助
丸
の
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■
助
ド
リ
ル

丸
の
こ
■

図４教師が危険性の高いと思う木エ機械・電動

エ具

４
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１
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佃
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（
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》

マニュ

５２校

無回答

4校（3.9％）

マニュアルが有る

４７校（45.6％）

木エ機械・電動エ具のマニュアル所有の有

無

ポ
ー
ル
■

丸
の
こ
■

■
助
ド
リ
ル
名具工

手
押
し
か
ん
な
生
、
●

槌
帝
の
こ
色
担
工木

自
■
か
ん
な
■

角
の
み
■

■
ロ
サ
ン
ダ

糸
の
こ
■

図５

図３生徒使用による事故発生事例（機械種類別）
市庄のマニュアル

木工機械の生徒使用による過去の事故事例につ

いては36件の報告があり，図３に示すように，そ

の使用機械は丸のこ盤が12件と最も多く，次に，

ポール盤，自動かんな盤，帯のこ盤が５件，手押

しかんな盤が4件と続いていた。教師が自分の体

験として危険性の高いと思う木工機械は，図４に

示すように，丸のこ盤が最も高く，次にポール盤，

電動丸のこが続いていた。これは，前述した図２

の「生徒の使用は危険だと思う」機械とその傾向

が似ている。

木工機械のマニュアル所持の有無については，

ニュアル

％）

､６％）

GRbI付■のマニュアル

(木エ機拭メーカー作成）

２７校（45.8％）

図６所有マニュアルの種類

－４３８－
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図５に示すように，有るが45.6％，無いが50.5％

を示していた。さらに，マニュアルが有ると回答

した47校について，現有マニュアルの種類につい

て尋ねたところ，図６に示すように，木工機械メー

カー作成の機械付属のものが45.8％，教材メーカー

作成の掛図など教具を含むものが37.3％，教師自

作のものが15.3％であった。また，技術科専用の

災害記録簿の設置の有無については，図７に示す

ように，無いが89.2％，有るはわずかに１校だけ

であった。

公開することで，すべての技術科教師が共有でき

る財産作りができると考えられる。わずかな事故

事例であっても，それを全国規模で公開し共有す

ることで，これから起こるであろう傷害事故を未

然に防ぐ手だてを各教師が準備できることにもな

り，事故ライブラリーの共有は，この教科では重

要なはたらきをするといえる。

表５安全を重視した木エ機械マニュアルの意義

（複数回答含む）

１校（1.0％）

の他４校（3.9％）

糠回答６校（5.9％）

無い

９１校（89.2

図７災害記録簿の有無

木工機械メーカーが作成した機械付属のマニュ

アルは，当然ながら大人用の業務用に記述された

マニュアルであり，そのままを生徒用として用い

ることは難しい。９校（15.3％）の教師が自作の

マニュアルを作成して使用していると回答してい

るが，各校に設置されている木工機械の種類や仕

様，またその使用環境が異なっているため，本来

は各校の教師が，自分の学校の実態に合わせたマ

ニュアル作りを個別に行うことが望ましい。しか

しながら，その作業は煩雑かつ多岐におよび，多

`忙な教師にそれをすべて望むことは難しい。した

がって，標準となるマニュアルを作成し，基本操

作の各図を，各校に実際に設置されている機械の

図・写真に置き換えるだけでマニュアルが作成で

きるような手だてを用意することが望ましい。そ

のために，パソコンによるＨＴＭL言語等を利用

したハイパーテキスト形式のマニュアル作成が，

取り込んだ画像と，表示する文字の簡単な変更と

いう点で，また，膨大な記述を全表示せずに，階

層だったリンク表示ができるという点で，その活

用が望まれる。さらに，機械操作マニュアルやそ

の事故事例等を，各校がインターネットによって

安全を重視したマニュアルの存在意義について

は，表５に示すように，「安全に実習を進めるこ

とができる（事故の発生が減少する)」が68.9％，

｢安全に関する良い態度を身につけさせられる」

が62.1％，「実習を的確に，かつ迅速に進めるこ

とができる」が41.7％，「１人の先生による監督

がやりやすくなる」が204％の回答率であげられ

た。マニュアルの意義について否定的な意見もい

くつか出されているが，指導時間不足が主な原因

－４３９－

期待できるマニュアルの効果 回答数 比率(％）

Ａ：安全に実習を進めることが

できる（事故の発生が減少
する）

Ｂ：生徒に安全に関する良い態

度を身につけさせられる

Ｃ：実習を的確に，かつ迅速に
進めることができる

Ｄ：実習中に１人の先生による

監督がやりやすくなる

Ｅ：木材加工領域での機械加工

の占める割合を増やすこと

ができる

Ｆ：生徒はマニュアルを読まな

いだろうから期待はできな
し、

Ｇ：災害の発生の防止に関して

特に期待はできない

Ｈ：これまでの指導内容に，マ

ニュアルに関する解説が加

わり時間増になる

Ｉ：無回答

１
４
３
１
５

７
６
４
２
１

５
３
２
８

９
１
７
４
６
９
９
９
β

●
●

●
●

●
●

８
２
１
０
４
４
２
１
７

６
６
４
２
１
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これらの結果より，木工機械のマニュアル作成

の基本方針と注意点を検討し，マニュアル案を作

成した。作成したマニュアル案は，再び県内の

103校の技術科担当教諭に送付して加筆訂正をお

願いして返送してもらい，有益な改善点を得るこ

とができた。

となる意見が多い。

さらに，技術科教師から木工機械マニュアルへ

の記載要望事項を尋ねたところ，表６に示すよう

な具体的要望があげられた。技術科教師が，日頃

どのような点に注意しながら学習指導をしている

かが読みとれるものである。

表６技術科教師からの木工機械マニュアルへの記載要望事項

－４４０－

Ａ：木工機械の使用法について

１．使用目的，使用手順，安全確認

2．使用する際に予想きれる危険因子

3.カロエすることのできる材料の許容範囲（材料寸法や挽材方向等）

４．治具，保護用具の明記

5．材料破壊が起こることを防ぐための予備的な加工法

６．作業姿勢および目の位置

７．望ましい作業服装

８．操作するレバー・ハンドル等の名称を明確化

9．個々の機械の特性（加工能力等）を明確化

10．機械の設置場所

11．木工機械の設置場所や寸法から安全に使用できる人のサイズ（身長等）を明確化

Ｂ：木工機械の保守管理について

1．刃物等の取り付け方法

2．注油方法や注油時期

3．危険防止のための整備の留意点等

Ｃ：マニュアル記述上の留意点について

1．実際に起こった事故事例や事故の起こりうるケースの記述

2．文章を簡潔にし，イラストや図を多用

3．機械の使用頻度や使用順序を考慮

4．マニュアル本の様式，形状，設置場所の検討

5．事故発生後の法律的手続きの記述

6．保険加入等の情報

Ｄ：その他

1．ＪＩＳ基準に根拠した安全指導

2．まず，教科書にある安全な使用法の実行が不可欠

3．技術室や機械周辺についても安全に関する記述が必要

4．教師の指示の徹底がまず必要



福田・古見：技術科教育における事故調査に基づく土木機械のマニュアル作成

４．マニュアル作成の基本方針 ･木工機械の種類ごとにマニュアルを作成し，そ

の操作内容は，作業前運転から清掃，片づけま

でを，一連の手順として分割せずに示す。

･加工法については具体的に記載し，必要箇所に

は治具や保護用具を記載する。

･操作の説明では，その目的を明確に書く。

･機械の使用に関しては，まず正しい操作方法を

示し，次に危険な操作や事故事例を記述し，安

全確保のためのアドバイスも記述する。（すな

わち，負事例の提示によって，正しい操作の弁

別特性が明らかになり，操作可能な範囲がわか

るようにする｡）

･禁忌事項については，まず「○○はするな」と

大脅し，その後に「万一そうするとどうなるか」

と記載する形をとり，行為の因果関係をはっき

り伝える。

･操作の説明は，「初期状態のチェック→操作→

目標状態のチェック」の連鎖した形式をとり，

特に操作の結果に注目させる。

･機械の全体図は，形状や位置を把握できるよう

に，斜め上方から見た図を用いる。操作に関わ

る箇所で拡大図が必要になっても，常に同じ方

向から見た図で示す。可能な限り，作業者の視

点からの機械の図を示す。

･類似の操作は相違点を明示し，各操作内容の弁

別特性を明確にする。（例：丸のこ盤の縦挽き

と横挽きのキックバック現象の発生率の相違を

説明する｡）

･操作途中での中止・取り消しの方法を明示する。

.必要に応じて，脱慣化のために，事故の発生し

ない範囲で誤操作をさせ，エラー情報の定着を

図る゜（例：教師による，丸のこ盤のキツクバツ

ク現象の実演や，自動かんな盤による大きなナ

イフマークの発生，ポール盤によるバリの発生

や材料固定不良による材料の回転発生等を示す｡）

･中学校で使用すると思われる木工機械全般につ

いて，マニュアルを作成する。

･最終的には，マニュアルを見なくてもマニュア

ルに書いてある操作ができるように，覚えやす

い方法をとる。（例：情報のチャンキング，字

体や色を変えて孤立効果を図ろ等｡）

･使用する一文を短くし，１つの行動（操作）は

１つの文にする。

労働省をはじめいくつかの団体が,一般（大人）

用としての木工機械のマニュアルを作成してお

り川畑)，今回の生徒用のマニュアル作成において

もこれらを十分に参考にさせてもらった。作成し

たマニュアルの基本的なレイアウトは図８のよう

に決定した。機械の全体図を中央に示し，機械名，

使用目的，作業手順，加工の原理図，注意事項，

危険な操作例等を示している。

また，木工機械の操作マニュアル作成の基本方針

を，認知心理学の知見をもとに1,鋼)次のように設

定した。

機拭名 加工の原理図
全体図

使用目的
注屯卒項

(部分砿六回）

作戴手碩
危険な恒作例

図８マニュアルの基本的なレイアウト

･メタ認知的行動を確保するため，マニュアルの

読み方を最初に指示する。

.必要に応じて，最初に全体の流れ図を示して，

作業者に先行オーガナイザーを与え，目標・操

作の全体像と部分との関係を明らかにする。

･機械各部の名称や専門用語については，誤解を

まねいたり覚えにくい箇所は名称を変更し，ま

た．操作上で必要のない名称は削除する。（例：

糸のこ盤の「上部刃止ホルダー」は「のこ刃止

め」とする）

･読み手に正しいイメージを与えるため，メンタ

ル・モデルをつくる。機械の原理図は，その特

性がイメージできるように，手工具などを用い，

たとえて説明する。また，関連する知識が読み

手にない場合には，アナロジー（類推）を活用

する。（例：角のみ盤の箱形ノミは，４つのノ

ミが並んだものとして示す｡）

－４４１－
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図
９
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
実
例
（
ボ
ー
ル
盤
１
／
２
ペ
ー
ジ
）

ド
リ

チ
ャ

７
．
￣

安
全
カ
バ
ー

ベ
ル
ト

ボ
ー
ル
盤

機

ド
リ
ル
チ
ヤ
ッ
ク

チ
ャ
ッ
ク
ハ
ン
ド
ル

木
工
機
械
名

ボ
ー
ル
盤

使
用
目
的

穴
あ
け
（
丸
穴
）

作
業
手
順

(
1
)
電
源
プ
ラ
グ
が
コ
ン
セ
ン
ト
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

(
2
)
ド
リ
ル
刃
を
取
り
付
け
る
。

①
あ
け
た
い
穴
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
，
取
り
付
け
る
ド
リ
ル
刃
を
選
ぶ
。

②
ド
リ
ル
チ
ヤ
ッ
ク
の
チ
ャ
ッ
ク
穴
に
，
チ
ャ
ッ
ク
ハ
ン
ド
ル
を
差
し
込
ん
で
回
し
，
ド
リ
ル
チ
ヤ
ヅ
ク
の
つ

か
み
先
端
を
開
く
。

③
ド
リ
ル
刃
の
「
ね
じ
れ
み
ぞ
」
の
な
い
「
つ
か
み
し
ろ
」
の
部
分
を
チ
ャ
ッ
ク
に
差
し
込
む
。

④
ド
リ
ル
チ
ャ
ッ
ク
の
奥
ま
で
ド
リ
ル
刃
を
差
し
込
む
。

⑤
チ
ャ
ッ
ク
ハ
ン
ド
ル
で
し
っ
か
り
と
し
め
つ
け
る
。

(
チ
ャ
ッ
ク
ハ
ン
ド
ル
は
右
に
回
す
と
し
ま
る
｡
）

⑥
ド
リ
ル
刃
が
主
軸
と
一
直
線
に
な
っ
て
い
る
か
確
認
す
る
。

(
主
軸
を
手
で
回
転
き
せ
，
ド
リ
ル
の
刃
先
が
振
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
｡
）

⑦
も
し
，
ド
リ
ル
刃
が
振
れ
た
り
揺
れ
た
り
し
て
い
る
の
な
ら
ば
，
そ
れ
は
ド
リ
ル
刃
が
正
し
く
取
り
付
け
ら

れ
て
い
な
い
た
め
な
の
で
，
ド
リ
ル
刃
を
取
り
外
し
て
，
上
記
③
～
⑤
の
手
順
で
や
り
直
す
。
（
ま
た
，
ド
リ

ﾙ
刃
の
交
換
の
時
も
，
③
~
⑥
の
手
順
を
繰
り
返
す
｡
）

(
3
)
電
源
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
，
正
し
く
動
い
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

(
電
源
ス
イ
ッ
チ
を
「
Ｏ
Ｎ
」
側
に
す
る
と
主
軸
が
回
転
す
る
。
「
Ｏ
Ｆ
Ｆ
」
側
に
す
る
と
主
軸
の
回
転
が
止
ま

る
｡
）

(
4
)
材
料
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
の
せ
，
穴
あ
け
す
る
位
圃
を
決
め
て
，
し
っ
か
i
)
と
手
で
固
定
す
る
。

(
材
料
を
し
っ
か
り
固
定
し
な
い
と
，
ド
リ
ル
刃
の
回
転
と
一
緒
に
材
料
が
回
転
し
て
危
険
で
あ
る
｡
）

(
5
)
電
源
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
，
ハ
ン
ド
ル
を
手
で
操
作
し
て
ド
リ
ル
刃
を
下
げ
、
穴
あ
け
を
行
う
。

(
無
理
に
力
を
加
え
て
穴
あ
け
を
行
う
と
，
ド
リ
ル
刃
の
折
れ
る
原
因
に
な
り
危
険
で
あ
る
｡
）

(
6
)
切
Ｉ
)
く
ず
は
，
機
械
を
止
め
た
後
で
，
ハ
ケ
で
払
っ
て
掃
除
す
る
。

(
運
転
中
に
ハ
ケ
や
布
き
れ
で
払
っ
た
り
，
手
で
触
れ
た
り
す
る
と
ド
リ
ル
刃
に
巻
き
込
ま
れ
て
危
険
で
あ
る
。

息
を
吹
き
か
け
て
切
り
く
ず
を
払
う
こ
と
は
，
目
に
ぐ
ず
が
入
る
こ
と
が
あ
り
危
険
で
あ
る
｡
）

(
7
)
穴
が
あ
い
た
ら
，
ハ
ン
ド
ル
を
し
っ
か
り
と
押
し
あ
げ
た
状
態
に
し
て
，
電
源
ス
イ
ッ
チ
を
切
る
。

(
ド
リ
ル
刃
が
完
全
に
材
料
か
ら
抜
け
た
状
態
で
電
源
を
切
ら
な
い
と
，
ド
リ
ル
が
材
料
に
刺
さ
っ
た
ま
ま
で

停
止
す
る
た
め
危
険
で
あ
る
｡
）

ポ
ー
ル
盤
（
１
／
２
ペ
ー
ジ
）
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図
１
０
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
実
例
（
ボ
ー
ル
盤
２
／
２
ペ
ー
ジ
）

ポ
ー
ル
盤
は
こ
ん
な
し
く
み
に
な
っ
て
い
る

電
動
機
の
回
転
を
ベ
ル
ト
で
主
軸
に
伝
え
て
い
る

注
意
事
項

ベ
ル
ト

･
わ
ず
か
な
時
間
で
も
機
械
か
ら
離
れ
る
場
合
に
は
，
必
ず
電
源
ス
イ
ッ
チ
を
切
る
こ
と
。

･
動
い
て
い
る
箇
所
に
顔
や
手
な
ど
を
近
づ
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

●

ポ
ー
ル
盤
作
業
で
は
，
絶
対
に
手
袋
を
し
な
い
こ
と
。

(
手
袋
が
ド
リ
ル
刃
に
巻
き
込
ま
れ
て
危
険
で
あ
る
｡
）

･
材
料
は
し
っ
か
り
テ
ー
ブ
ル
上
に
固
定
し
な
い
と
，
ド
リ
ル
刃
と
一
緒
に
回
転
し
て
し
ま
う
の
で

注
意
す
る
こ
と
。

･
通
し
穴
を
あ
け
る
場
合
に
は
，
材
料
の
下
に
捨
て
板
を
し
き
，
そ
の
２
枚
を
一
緒
に
穴
あ
け
す
る

こ
と

｡

･
小
き
い
材
料
や
棒
材
な
ど
は
，
テ
ー
ブ
ル
上
の
機
械
万
力
に
し
っ
か
り
固
定
し
て
作
業
す
る
こ
と
。

,
硬
い
材
料
な
ど
は
，
穴
あ
け
す
る
場
所
に
予
め
セ
ン
タ
ポ
ン
チ
な
ど
で
印
を
付
け
て
お
く
こ
と
。

(
印
が
な
い
と
，
ド
リ
ル
刃
先
が
一
定
位
置
に
定
ま
ら
ず
，
正
確
な
作
業
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
｡
）

作
業
が
終
わ
っ
た
ら

(
1
)
機
械
が
誤
っ
て
動
か
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
，
ド
リ
ル
刃
を
取
り
付
け
と
は
逆
の
手
順
で
取
り

外
す
。

(
2
)
ポ
ー
ル
盤
に
残
っ
た
切
り
く
ず
を
取
り
除
く
。

(
3
)
主
軸
の
回
転
す
る
部
分
に
は
潤
骨
油
を
き
す
。

(
チ
ャ
ッ
ク
の
つ
か
み
部
分
に
潤
骨
油
を
つ
け
る
と
ド
リ
ル
刃
が
外
れ
や
す
く
な
る
た
め
,
つ
け

な
い
よ
う
に
す
る
。

(
4
)
機
械
本
体
に
カ
バ
ー
を
か
け
て
保
管
す
る
。

安
全
用
具

切
り
く
ず
が
目
や
口
に
入
ら
な
い
よ
う
に
，
保
護
メ
ガ
ネ
や
防
塵
（
ぼ
う
じ
ん
）

マ
ス
ク
を
使
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

完
□

￣

保
護
メ
ガ
ネ

防
塵
マ
ス
ク

機
械
の
調
子
が
ち
ょ
っ
と
変
だ
と
思
っ
た
ら

ま
ず
は
、
機
械
の
電
源
ス
イ
ッ
チ
を
切
っ
て
，
担
当
の
先
生
に
相
談
す
る
こ
と
。

ポ
ー
ル
盤
の
危
険
な
操
作
の
例

ｘ
材
料
を
し
っ
か
り
固
定
し
な
い
で
，
ド
リ
ル
刃
と
材
料
を
一
緒
に
回
転
き
せ
て
し
ま

っ
た

◎

ｘ
ド
リ
ル
刃
を
力
い
っ
ぱ
い
で
材
料
に
送
り
込
ん
だ
た
め
，
刃
を
折
っ
て
し
ま
っ
た
。

ｘ
服
の
そ
で
口
が
開
い
て
い
た
の
で
，
そ
で
口
を
ド
リ
ル
刃
に
巻
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

ｘ
ド
リ
ル
刃
に
目
を
近
づ
け
す
ぎ
て
，
目
に
切
り
く
ず
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

ポ
ー
ル
盤
（
２
／
２
ペ
ー
ジ
）

故
障
の
種
類

原
因

対
処
方
法

ド
リ
ル
刃
の
異
常
な

揺
れ
や
振
れ

①
ド
リ
ル
チ
ャ
ッ
ク
の
ゆ
Ｍ

②
ド
リ
ル
刃
の
取
り
付
け
不
良

｡
正
し
く
ド
リ
ル
刃
を
取
り
付
け
る

電
動
機
が
始
動
し
な

し
。

①
電
源
が
入
っ
て
い
な
い

②
ス
イ
ッ
チ
不
良

．
正
し
く
電
源
を
入
れ
る

･
ス
イ
ッ
チ
の
交
換
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作成したマニュアルの実例を図９，１０に示す。

これはポール盤の例であるが，このように見開き

１ページ内に収まらない内容があるため，今後は

ＨＴＭＬ言語を使用したハイパーテキスト形式の

マニュアル作成が必要であると思われる。

を身につけさせられる｣，「実習を的確に，かつ迅

速に進めることができる｣，「１人の先生による監

督がやりやすくなる」等の意見があげられた。

また，本研究では，安全工学や認知心理学等の

知見を最大限に活用することで，生徒の安全なも

のづくり環境を保障するマニュアル作成について

検討を行った。５．結論と課題

本研究では，これまでの技術科教育における事

故発生の事例，および教師へのアンケート調査等

の分析から，生徒が安全にかつ適切に木工機械を

使用できるマニュアル作成の検討を行った。

アンケートの調査結果から，次のことが明らか

になった。

１）生徒に使用させている木工機械・電動工具

については，糸のこ盤，ポール盤，電動サンダー

が高い使用率を示したが，一方で，授業での生徒

の使用は危険だと思われるものは，電動丸のこ，

丸のこ盤，手押しかんな盤が高い値を示した。こ

れらの機械を生徒に使用させない理由として，

｢機械の操作上の危険性のため｣，「整備不良また

は故障していて使えないため｣，「生徒の認識力や

発達段階の未熟等により危険であるため｣，「１ク

ラスの生徒数の関係から，安全確保とその指導が

不十分となるため」等の意見があげられた。

２）木工機械の生徒使用による過去の事故事例

については36件の報告があり，その使用機械は丸

のこ盤が12件と最も多く，次に，ボール盤．自動

かんな盤，帯のこ盤，手押しかんな盤が続いてい

た。教師が自分の体験として危険性の高いと思う

木工機械は，丸のこ盤が最も高く，次にポール盤，

電動丸のこが続いていた。これは，「生徒の使用

は危険だと思う」機械とその傾向が似ている。

３）木工機械のマニュアル所持の有無について

は，有るが45.6％，無いが50.5％を示しており，

マニュアルが有ると回答した47校について，現有

マニュアルの種類について尋ねたところ，木工機

械メーカー作成の機械付属のものが45.8％，教材

メーカー作成の掛図など教具を含むものが37.3％，

教師自作のものはわずかに15.3％であった。

４）安全を重視したマニュアルの存在意義につ

いては，「安全に実習を進めることができる（事

故の発生が減少する)｣，「安全に関する良い態度

産業界における木材・木製品製造業の災害発生

の度数率（1993年)２４）は4.52であり，製造業の全

体平均が1-24であることから，木材・木製品製造

業はそもそも災害発生率の高い業種であるといえ，

木材関連の仕事の安全性の向上についての対策が

きわめて緊急のものであることがわかる筍)。木材

加工機械別・不安全な状態別の死傷者数（1992年

)灘)をみると，万能丸のこ盤が最も多く，次いで

簡易丸のこ盤，その他の丸のこ盤と，上位３位ま

でを丸のこ盤が占め．次に多いのがかんな盤，帯

のこ盤である。不安全な状態別でみると，「防護

装置・安全装置の欠陥」が最も多く，「作業方法

の欠陥」が2番目に多い。生徒の使用が危険だと

教師が回答した木工機械も，丸のこ盤が上位２位

まで占めており，子ども向けの木工機械が開発さ

れて設置されていない現状では，産業界の事故発

生の実態がそのまま学校教育現場で再現されるお

それがある。また，大人の事故につながる不安全

な状態を，子ども達が常に克服して安全に行動し

ているとも考えにくいため，大人以上の安全対策

が木工機械とその作業環境に求められる。

労働省安全衛生部安全課が1977年に出した「産

業安全の手引き」には，「本質的安全化への指向」

と題して，次のような施設災害防止の視点が明記

されている瀧)。

「労働災害の原因として作業者の不注意があげ

られることがある。しかし，作業者の注意力を前

提として労働災害の防止をはかろうとする考え方

は認められない。人間は本来不注意をおかしやす

い動物であるからである。したがって，われわれ

がまず考えるべきことは，物的措置により，いか

にしてこの不注意事故を少なくするかということ

である。（中略）次には作業者がかりにエラーや

ミスをおかしても，物の側でそれをカバーするこ

とを考えるべきである｡」
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この手引き書では，人間の注意力をあてこんで

の災害防止は効果がなく，むしろ本来誤りをおか

しやすい動物として人間を認識し，これを前提と

して防止策を讃ずべきであることを示している。

一般の成人向けの労働災害にあっても，このよう

な安全配慮が求められているわけであるから，心

身ともに発達途上にある子ども達に対しては，い

かに注意力に頼った安全対策を設定しても効果が

望めないことは明らかである。子ども達の未熟さ

ゆえのミスや不注意は，学校教育の場でいかんな

く発現され，子ども達はそれを学校教育の場で克

服することでさまざまな能力を渡得し，成長をと

げていく存在である。そのため，この手引き書が

示すように，不注意事故を誘発する施設設備の改

善が必要であり，また，人間がおかしやすい不注

意やミスが大きな災害に結びつかないように機械

側が物的にカバーする措置を講ずることが必要と

なってくる。今回作成した木工機械のマニュアル

は前者に貢献すると思われるが，後者の意味にお

いて，子ども達が使い勝手がよく，安全を重視し

た工作機械の開発が今-後必要になってくると思わ

れる。
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